
令和４年度 取組事例のご紹介

【資料-4】

第４回 大井川水系流域治水協議会

令和５年３月２０日
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令和４年度 主な取組内容報告（焼津市）

●住⺠の防災意識向上のための取組
・洪⽔ハザードマップを令和４年５⽉に全⼾配布
市内全３８⾃治会に説明会を実施

・市⺠の防災意識向上を図るため、
⼩中学⽣を対象に出前講座を実施。

●グリーンインフラの取組

景観・環境に配慮した防潮堤
（潮⾵グリーンウォーク）を整備
R4年度：散策路、植栽⼯事

約1.5キロ区間を整備

海岸堤防補強

標準横断図

盛⼟⼯事

植栽⼯事

みどりの祭典（R4年10⽉28⽇） 6
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①⼤井川の河床を定期的に掘削して、堆積⼟
砂を除去することで、安定した河床を保ち、
洪⽔・氾濫を未然に防ぎます。

②洪⽔・⼟砂災害ハザードマップを全世帯に
配布しています。町⺠が、⾃ら、常⽇頃か
ら災害に備えるため重要なツールです。

③町内各⼩学校に担当職員が出向いて⽔災害
に関する防災教室を開いています。⼦ども
の頃から防災意識を⾼める教育を進めます。

① ②

③

川根本町は、⼀級河川⼤井川の中流域に位置する⼭間の町です。
そして「⼤井川」の上流域は、年間降⽔量が約3,000ミリにもな
る典型的な多⾬地帯であり、たびたび⼤規模な⼭地崩壊が発⽣
しています。
崩壊した⼟砂は⼤井川によって中下流へと運ばれますが、その
多くは河床に堆積します。このため⼤井川の河床は年々⾼くな
り、洪⽔・氾濫等の危険性が増し、流域の⼤きな問題となって
います。

国・県・町が連携して次のような治水対策を実施しています。

大井川上流部は年間降水量3,000ミリの多雨地帯です。

流域住⺠の安⼼安全な⽣活を守るため、関係機関が連携して、
⼤井川の治⽔対策を進めています。
◆国⼟交通省⻑島ダムによる洪⽔調整
◆静岡県による⼤井川の河床掘削・護岸整備
◆川根本町による洪⽔・⼟砂災害ハザードマップの作製・配布
◆地域住⺠及び⼩中学校への⽔災害教育の実施・啓発
これらの施策が、流域住⺠の毎⽇の暮らしを⽀えています。

川根本町が関係機関と連携して取り組む 「大井川の治水対策」
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Ｒ４治山事業
実施箇所

①

井
川
ダ
ム

長
島
ダ
ム

畑薙ダム

大
井
川

寸
又
川

▲光岳

▲黒法師岳

▲大無間山

▲蕎麦粒山

静岡森林管理署における国有林野内直轄治山事業の取り組み

● 榛原郡川根本町の寸又

川上流部の国有林内におい

て、多くの崩壊地が存在して

いることから、崩壊地の復旧

を図るため治山事業を実施

している。

● 令和４年度については、

山腹工（伏工）0.10haを施

工。

緑色の区域は国有林

①下西出沢
崩壊地

Ｒ４施工

①下西出沢
崩壊地（Ｒ４施工）

緑着色の区域は国有林

千頭山国有林の遠望
施工状況

（土留工.柵工.伏工.水路工） 15



⼤井川治⼭センターにおける治⼭事業の実施

⼤⾕崩

⼭梨県

直轄治⼭事業区域

R4治⼭事業
実施箇所

・⼤井川上流部の井川地区及び榛原川地区において、多くの崩壊地が存在して
いることから、⼭腹崩壊地の復旧及び崩壊地から⽣産された⼟砂の流出防⽌を
図るため、計画的に治⼭事業の取り組みを進めている

・令和４年度は崩壊地の復旧として、渓間⼯２基、⼭腹⼯８箇所を実施
（施⼯⾯積：2.3ha  主な⼯種：簡易法枠⼯、⼟留⼯等）

・また計画地内の崩壊状況の詳細を把握するため、航空レーザー測量を実施中

施⼯前

⼤規模崩壊地
（整備中）

施⼯後

静岡市葵区（⾨沢）

川根本町（ホーキ薙）
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①気象台が大雨や台風に関する情報を発表

②河川管理者がダム管理者へ①の情報を提供し、事前
放流を実施する態勢に入るよう伝える（ダム管理者は
予測降雨量を注視）

③予測降雨量が基準降雨量（358mm/48時間）を上回り、
ダム管理者が事前放流の実施を決定（ダムの流入総
量を予測し貯水位低下量を算出）

④関係機関へ通知

⑤事前放流の開始

＜事前放流実施の流れ（長島ダム）＞＜事前放流による洪水調節機能の強化＞
（長島ダムの容量配分図イメージ）

通常時（洪⽔期の場合）

▽ 最低⽔位 EL.432m

▽ 洪⽔貯留準備⽔位 EL.453m

▽ 洪⽔時最⾼⽔位 EL.480m

洪⽔調節容量
4,700万m3

洪⽔期利⽔容量
2,100万m3

堆砂容量1,000万m3

事前放流

▽ 最低⽔位 EL.432m

▽ 洪⽔時最⾼⽔位 EL.480m

洪⽔調節容量
4,700万m3

事前放流による洪⽔調節
可能容量1,669.2万m3

堆砂容量1,000万m3

▽ 洪⽔貯留準備⽔位 EL.453m

 大井川水系では令和2年5月に治水協定を締結し、大井川水系の計15ダムで最大約1億520
万m3の洪水調節容量が加わるなど事前放流の実施方針が定められた。

 長島ダムでは洪水調節可能容量が最大で6,369.2万m3となるなど、洪水調節機能の強化が
図られている。

 令和4年9月台風14号の来襲に伴い、長島・奥泉・井川・畑薙第二・畑薙第一ダムのダム群
において基準降雨量を上回る予測がされたが、事前に必要な空き容量を確保していたため
事前放流の実施は行わなかった。

事前放流の取り組み
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 大井川・駿河海岸 令和４年度整備箇所

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

令和7年度末までの主な取組

国直轄区間でS54.10月洪水規模（観測史上最大流量）の洪水を安
全に流下させる為に、堤防整備・河道掘削を引き続き実施します。

静岡河川事務所 令和４年度 主な取組内容

• 高潮や侵食対策として、焼津・大井川
工区で有脚式離岸堤を整備

• L1津波を超える津波に対して、減災
機能を発揮させるよう、焼津工区など
で粘り強い構造の堤防を整備

堤防必要区間
延長(km)

計画断面堤防区間 暫定断面堤防区間

延長(km) 率(%) 延長(km) 率(%)

整備計画策定時
38.6

35.8 92.7 2.8 7.3

現況 36.8 95.３ 1.8 4.７

○大井川東西の沿岸約12.1㎞にお
いて、高潮や津波災害等防止のた
め、粘り強い堤防、有脚式離岸堤、
養浜の整備を実施しています。

R4末時点の実施内容

海岸関係

粘り強い堤防（～R4）
榛原工区

L=740m （予定）

粘り強い堤防（～R4）
住吉工区

L=1200m （予定）

粘り強い堤防（ ～R4 ）
焼津工区 L=180m（予定）

凡 例
浸⽔想定範囲（戦後最⼤の昭和54年10
⽉台⾵に対する想定氾濫解析）
⼤⾂管理区間

流域界

築堤護岸
神座地区
L=540m

低水護岸
阪本地区
L=120m

低水護岸
上泉地区
L=150m

河道掘削
川尻地区

V=13200m3 

○直轄管理区間 大井川（24.8km）において、洪水氾濫
から地域の安全・安心を確保するため、河川改修・維持
管理を実施しています。

河川関係

表 堤防の整備状況（令和３年度末時点）

R4末時点の実施内容

有脚式離岸堤（ ～R5 ）
大井川工区

L=150m（予定）

養浜
焼津工区 • 洪水を安全に流下させるために、神座地区

において堤防整備、大幡地区などで河道掘
削を実施

• 侵食破堤のリスク軽減を図る為、低水護岸
工による侵食対策を赤松地区などで実施

• 災害時の緊急復旧活動を行う施設「河川防
災ステーション」を、市町と協同で中島・
川尻地区に整備

護岸整備

河道掘削

有脚式離岸堤（ ～R5 ）
焼津工区

L=100m（予定）

粘り強い構造の堤防 整備 18



静岡河川事務所 令和４年度 主な取組内容

 中島・川尻地区 河川防災ステーション整備

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

• 災害時の緊急復旧活動を行う拠点となる施設で、平常時
は防災学習の場などとして利用する事を想定した河川防
災ステーションを焼津市中島地区・吉田町川尻地区に整
備。完成式を実施しました。

＜焼津市・吉田町と協力し実施＞

吉田町・川尻地区

焼津市・中島地区

 蓬莱橋かわまちづくり

＜蓬莱橋897.4広場オープニングセレモニー実施＞

グリーンインフラの取り組み

• 「大井川宝来地区かわまちづくり計画」に基づき島田
市と国土交通省が連携して整備した「蓬莱橋897.4広
場」が令和4年3月に完成。
令和4年7月にオープニングセレモニーを開催しました。

全 景

水防センター

オープニングセレモニーの様子

蓬莱橋８９７．４広場

凡 例

：市整備

：国整備

全 景

完成式の様子

水防センター

完成式の様子
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静岡河川事務所 令和４年度 主な取組内容

 外水氾濫リスクマップの整備

令和５年度以降の取組

内水氾濫による浸水範囲を考慮した水害リスクマップ
を整備し、流域内の「水害リスクを踏まえたまちづく
り・住まいづくり」の促進につなげます。

• 整備段階ごとに水害リスクマップを作成し、河川整備の
効果イメージを可視化

※他河川による
イメージ

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

令和５年度以降の取組

• 静岡大学や要望のあった学校側と調整し、水災害学生
サポーター制度を活用した授業の普及により、地域の
水防災意識の向上を図ります。

8月22日（月）島田商業高校において、「水災害教育学
生サポーター制度」を活用した授業を行いました。

９月７日（水）駿河総合高校において、「水災害教育学
生サポーター制度」を活用した授業を行いました。

• 水防災教育授業の更なる促進及び学校と地域が協働した
継続的な学校水防災教育を目的に、令和3年9月に創設

• 学校水防災教育を通じて、子供たちの水防災意識の形成
と主体的に避難行動をとれる人間を育成し、地域全体で
水防災意識をもつことを目指す

 水防災学生サポーター制度の活用

• 想定最大規模よりも高頻度の降雨を対象に、外水氾濫に
おいて浸水範囲と浸水頻度の関係を図示した「水害リス
クマップ（浸水頻度図）」を作成し、現況河道、短期河
道については、令和４年９月に公表し、中期、中長期河
道については、令和５年度中に公表予定。

現況河道 短期河道
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